
川崎市上下水道局環境計画（2014～2016）（概要版）

（１）計画策定の背景
上下水道局では、事業活動上、多くの電力を消費し、汚泥等廃棄物を排出することから、平

成２３年度に上下水道局環境計画を策定し、環境施策に取り組んできたが、環境問題は、国際
的にも大きな課題であることから、引き続き環境に配慮した事業運営が求められている。

（２）計画の目的

本計画は、これまでの局における環境施策や社会情勢等を踏まえ、引き続き環境に配慮した

事業運営を行っていくために策定するもの。

（３）計画の位置付け
本計画は、「川崎市水道事業及び工業用水道事業の中長期展望」、「川崎市下水道基本構

想」を上位計画とし、市の環境関連計画等との整合を図りながら、局の環境施策を総合的かつ
計画的に推進するもの。

（４）計画期間
平成２６年度から平成２８年度までの３か年

環境と経済が調和した低炭素社会、持続可能な循環型社会の構築を
めざし、温室効果ガス排出量の削減、資源・エネルギーの循環促進等
に取り組み、環境に配慮した事業を行うことにより、地球環境の保全
に貢献し、良好な環境を将来の世代に引き継ぐ。

Ⅰ 地球温暖化対策の推進

Ⅱ 資源・エネルギーの循環
促進

Ⅲ 健全な水循環・水環境の
創出

Ⅳ 環境に配慮した行動の促進

（２）計画の進行管理

計画の最終年度である平成２８年度に向けて、環境施策を着実に推進していくために、年度
毎にPDCAサイクルを基本として適切な進行管理を行うとともに、すべての取組事項について
進捗状況を的確に把握し評価を行う。

事業管理者を本部長とする「環境施策推進本部」を設置、推進本部の下に本計画の進行管理
等を所管する「環境施策企画推進員会」と、局のエネルギー管理、地球温暖化対策等を所管す
る「省エネルギー対策検討委員会」を設置し、両委員会に下部組織としてワーキング部会をそ
れぞれ置き、実務的な作業を行う。

PDCAサイクル

Plan（計画）
取組事項・目標の設定

Action（改善）
取組事項・目標の見直し

Do（実施）
取組の実施

Check（評価・点検）
取組結果の確認

環境コミュニケーション

情報提供

ご意見・ご要望

市
民
の
皆
様
・
関
係
者

第１章 計画の基本的事項

第２章 環境方針及び施策体系

基本理念

環境方針

施策体系
環境方針

（４）

施策の方向性

（10）

取組事項

（28）

第３章 具体的な取組事項

次頁「※ 環境施策の体系と取組の効果・目標」のとおり。

第４章 推進体制及び進行管理

（１）計画の推進体制

資料２

※環境施策の進捗状況については、毎年度、環境計画年次報告書を作成し、公表。
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Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

0.03066 0.03035 0.03005 0.02975
0.12108 0.11987 0.11867 0.11748

（３） 環境計画年次報告書の公表 年次報告書作成・公表

３　環境意識の向上に向けた取組の推進
職員の環境問題に対する意識の向上を図るとともに、市民の皆様へも

環境意識の向上に向けた取組を推進。

（１） 職員の環境意識の向上 職員の環境関係の講習、研修等への派遣

（２） 市民の環境学習の推進と広報活動の充実 広報施設整備、作品コンクール開催等

２　環境技術の研究開発及び活用
汚水処理等の環境技術の研究開発、環境関連の技術・ノウハウの海外

への提供等を通じた環境問題解決への貢献に向けた取組を推進。

（１） 下水道技術の研究開発 省エネルギーの技術等の開発

（２）

108,000

（４） ISO14001認証取得・更新 電気・紙の使用量削減等

（３） 温対法及び温対条例に基づく温室効果ガス削減の取組 局全体での温室効果ガス排出量（ｔ－CO２/年） 112,000 112,000 108,000

（４） 合流式下水道の継続的な改善 施設改善等による合流式下水道改善率（％） 57.1 57.1 57.1 57.1

Ⅳ
環境に配慮
した行動の

促進

１　事業活動における適正な環境管理
エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）及び地球温暖化

対策の推進に関する法律（温対法）等に基づくエネルギー管理や温室効
果ガス排出量の削減に向けた取組等による環境に配慮した事業活動を推
進。

（１） 市役所の率先した環境配慮の取組 低燃費車導入率（％） 63.6 65.6 69.9 70.3

（２） 省エネ法に基づくエネルギー管理の取組 エネルギー原単位の低減（kl/千ｍ３）

環境技術を活かした国際貢献の推進 水ビジネスへの貢献、海外への専門家派遣等

99.4

（２） 事業場指導及び水処理センターの適切な水質管理 有害物質等排出量削減のための指導・啓発等

（３） 高度処理の推進 高度処理普及率（％） 27.0 27.0 27.0 27.0

99.4 99.4 99.4

（２） 安全な飲料水の確保 水安全計画に基づく水道水の安全性確保等

Ⅲ
健全な水循
環・水環境
の創出

１　水資源の確保・有効利用
「安全で良質な水の安定供給」のための健全な水循環確保と水質保全

に向けた取組を推進。

（１） 水源地の水質確保 相模貯水池における浚せつ等

（３） 水資源の有効利用の推進 漏水の予防的対策により向上する有効率（％） 93.41 93.56 93.70 93.85

２　良好な水環境の創出
下水道機能の健全な状態の維持により、川や海などの公共用水域の水

質保全を実現し、健全な水循環と良好な水環境を創出するための取組を
推進。

（１） 下水道未普及地域の解消及び水洗化の促進 下水道普及率１００％に向けた取組（％）

（２） 高度処理水の有効利用 川崎ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ工業団地への高度処理水供給等

（３） 再生資源利用の促進 水道・下水道工事における再生資源利用率（％）
水道79.2

下水道93.0
水道82.0

下水道93.0
水道82.0

下水道93.0
水道82.0

下水道93.0

100 100 100

（２） 下水汚泥の有効利用 セメント原料への有効利用
Ⅱ

資源・エネル
ギーの循環

促進

１　廃棄物の抑制・リサイクル
　浄水発生土、建設副産物等の減量化・廃棄物のリサイクルを推進。

（１） 浄水発生土の有効利用 セメント原料等への有効利用率（％） 100

２　資源・エネルギーの有効利用
　下水汚泥焼却の過程で生じる焼却熱等の有効活用による循環型社会構
築への寄与。

（１） 汚泥焼却熱を利用した温水プール 入江崎余熱利用プールへの熱供給

３　ヒートアイランド現象の緩和
　ヒートアイランド現象の緩和に向けた取組を推進。

（１） 施設における植栽の保全と緑化整備 施設敷地内の植栽の保全等

1,098 1,788

（２） 太陽光発電システムの導入 太陽光発電の発電量（千ｋＷｈ/年） ― ― 1,130 1,130

２　再生可能エネルギー源の有効利用
施設の特性を活かした自然エネルギーの有効利用による地球温暖化対

策の推進への貢献。

（１） 小水力発電の実施 小水力発電の発電量（千ｋＷｈ/年） 1,098 1,098

（２） 自然流下方式による取水・送水・配水 自然流下を基本とした水道施設の整備（長沢浄水場） 第２期工事

29,000

（４） ろ過池の自己水逆洗方式による動力エネルギーの削減 施設更新に伴う電気使用量（ｋＷｈ/年）(H24:62,000kWh) 2,300 2,300 2,300 4,200

（３） 下水汚泥の高温焼却による温室効果ガスの削減 施設更新に伴うＮ２Ｏ排出量（ｔ－ＣＯ２/年） 33,000 31,000 31,000

環境方針
（４）

施策の方向性（１０） 取組事項（２８）
取組の効果・目標

Ⅰ
地球温暖化
対策の推進

１　省エネルギー及び温室効果ガスの削減
浄水施設・下水道施設の施設運転等における消費エネルギーの低減・

温室効果ガスの排出量削減に向けた取組を推進。

（１） 省エネルギー型機器の採用 機器更新に伴う電気使用量（千ｋＷｈ/年） 16,490 16,490 15,420 15,420

第２期工事 第２期工事完成 全量（28万ｍ３

/日）運用開始

汚泥焼却灰の有効利用は一時中断 全庁的な検討

環境施策の体系と取組の効果・目標

施設敷地内の植栽の保全等

汚泥焼却工程から発生する余熱の有効利用

工業団地への提供、せせらぎ水路への送水等

浚せつによる貯水容量回復、土砂の有効活用等

水安全計画に基づく取組、県内事業体との連携等

事業場への指導等、水処理センターからの放流水質の維持

高度処理技術、汚泥燃料化・原料化等の技術開発

ISO認証取得・更新

浄水場等
水処理センター等

かわビズネットの活動、海外の専門家派遣、研修生受入等

講習、研修等への派遣による職員の知識習得・意識向上

長沢浄水場、入江崎水処理センターの広報施設整備等

各年度に環境計画年次報告書を作成・公表
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